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（１） 利用料金 

利用者 

負担段階 

居住費（滞在費） 食費 合計 

負担限度額(個室) 負担限度額(多床室) 負担限度額 利用者負担額 

第１段階 ３２０円／日 ０円／日 ３００円／日 ３００円／日 

第２段階 ４２０円／日 ３７０円／日 ６００円／日 ９７０円／日 

第３段階

（１） 
８２０円／日 ３７０円／日 １，０００円／日 １，３７０円／日 

第３段階

（２） 
８２０円／日 ３７０円／日 １，３００円／日 １，６７０円／日 

第４段階 １，１７１円／日 ８５５円／日 １，５１０円／日 ２，３６５円／日 

※ 食費・居住費については、介護保険負担限度額認定書の交付を受けた方は、当該認定

書に記載されている負担限度額（上記表に掲げる額）となります。 

 ※ 居住費については、入院又は外泊中でも料金をいただきます。ただし、入院又は外泊

中のベッドを入所者の同意を得た上で、短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活

介護に利用する場合は、入所者から居住費はいただきません。 

※ 入院等の外泊期間中は、居住費をお支払いいただきますと居室の確保を致します。 

※ 食費(１日あたり)については 

(ア) １５１０円（内訳 朝食３５０円、昼食６８０円、夕食４８０円）となります。 

(イ) その他、入所者が選定する特別な食事の提供に要する費用 実費となります。 

 

① 基本料金 

【介護福祉施設サービス費】 

区分・要介護度 基本単位 利用料 
入所者負担額 

1割負担 2割負担 3割負担 

Ⅰ
・
Ⅱ 

要介護１ 573 6,119円 612円 1,224円 1,836円 

要介護２ 641 6,845円 685円 1,369円 2,054円 

要介護３ 712 7,604円 761円 1,521円 2,282円 

要介護４ 780 8,330円 833円 1,666円 2,499円 

要介護５ 847 9,045円 905円 1,809円 2,714円 

 

※1 病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場

合は、上記利用料を算定せず 1日あたり 246単位（利用料：2,627円、1割負担：263円、2

割負担：526円、3割負担：789円）を算定します。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日

は算定しません。 

※2 入所者に対して居宅における外泊を認め、当施設が居宅サービスを提供する場合は、１

月に６日を限度として上記利用料は算定せず 1日あたり 560単位（利用料：5,980円、１

割負担：598円、２割負担：1,196円、３割負担：1,974円)を算定します。ただし、※1

を算定している場合若しくは、外泊の初日及び最終日は算定しません。 

※3 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、上記金額の 97/100となり

ます。 

※4 身体的拘束廃止に向けての取り組みとして、身体的拘束適正化の指針整備や適正化委員

会の開催、定期的な職員研修の実施などを行っていない場合は、上記金額の 90/100となり

ます。 

※5 事故発生の防止又はその再発防止のために、指針の整備や研修の実施などを行っていな

い場合は、1日につき 52円（入所者負担：1割６円、2割 11円、3割 16円）を減算します。 
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※6 栄養管理ついて、入所者の栄養状態の維持・改善を図り、入所者に応じた栄養管理を計画

的に行っていない場合は、1日につき 146円（入所者負担：1割 15円、2割 30円、3割 44

円）を減算します。 

※7 次いずれかに該当する入所者に対しては、介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定します。 

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

ロ 療養室の面積が 10.65㎡以下の従来型個室を利用する者 

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそ

れがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者 

② 加算料金 

加算項目 
基本 

単位 
利用料 

入所者負担 
算定回数等 

1割負担 2割負担 3割負担 

日常生活継続支援加算

(Ⅰ) 
36 384円 39円 77円 116円 1日につき 

看護体制加算(Ⅰ)ロ 4 42円 5円 9円 13円 1日につき 

看護体制加算(Ⅱ)ロ 8 85円 9円 17円 26円 1日につき 

夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ 13 138円 14円 28円 42円 1日につき 

夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ 16 170円 17円 34円 51円 1日につき 

生活機能向上連携加算

(Ⅰ) 
100 1,068円 107円 214円 321円 

１月につき（原則３

月に１回を限度） 

生活機能向上連携加算

(Ⅱ) 
200 2,136円 214円 428円 641円 

１月につき 

(個別機能訓練加算

算定の場合は（Ⅰ）

ではなく（Ⅱ）を算

定。この場合の（Ⅱ）

は 100単位) 

個別機能訓練加算(Ⅰ) 12 128円 13円 26円 39円 1日につき 

個別機能訓練加算(Ⅱ) 20 213円 22円 43円 64円 1月につき 

ＡＤＬ維持等加算(Ⅰ) 30 320円 32円 64円 96円 1月につき 

ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ) 60 640円 64円 128円 192円 1月につき 

若年性認知症入所者受入

加算 
120 1,281円 129円 257円 385円 1日につき 

精神科を担当する医師に

係る加算 
5 53円 6円 11円 16円 1日につき 

初期加算 30 320円 32円 64円 96円 

1日につき(入所

した日から 30日

以内) 

再入所時栄養連携加算 200 2,136円 214円 428円 641円 1回につき 

退所前訪問相談援助加算 460 4,912円 491円 982円 1,473円 1回につき 

退所後訪問相談援助加算 460 4,912円 491円 982円 1,473円 1回につき 

退所時相談援助加算 400 4,272円 428円 855円 1,282円 1回につき 

退所前連携加算 500 5,340円 534円 1,068円 1,602円 1回につき 

栄養マネジメント強化加

算 
11 117円 12円 24円 36円 1日につき 

経口移行加算 28 299円 30円 60円 90円 1日につき 

経口維持加算(Ⅰ) 400 4,272円 428円 855円 1,282円 1月につき 

経口維持加算(Ⅱ) 100 1,068円 107円 214円 321円 1月につき 
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口腔衛生管理加算(Ⅰ) 90 961円 97円 193円 289円 1月につき 

口腔衛生管理加算(Ⅱ) 110 1,174円 118円 235円 353円 1月につき 

療養食加算 6 64円 7円 13円 20円 

1回につき(1日

につき 3回を限

度) 

看取り介護加算(Ⅰ) 

72 768円 77円 154円 231円 
死亡日以前 31日

以上 45日以下 

144 1,537円 154円 308円 462円 
死亡日以前４日

以上 30日以下 

680 7,262円 727円 1,453円 2,179円 
死亡日の前日及

び前々日 

1,280 13,670円 1,367円 2,734円 4,101円 死亡日 

在宅復帰支援機能加算 10 106円 11円 21円 32円 1月につき 

在宅・入所相互利用加算 40 427円 43円 86円 129円 1日につき 

認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3 32円 4円 7円 10円 1日につき 

認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4 42円 5円 9円 13円 1日につき 

認知症行動・心理症状緊

急対応加算 
200 2,136円 214円 428円 641円 

1日につき(7日

間を限度) 

褥瘡マネジメント加算

(Ⅰ) 
3 32円 4円 7円 10円 1月につき 

褥瘡マネジメント加算

(Ⅱ) 
13 138円 14円 28円 42円 1月につき 

排せつ支援加算（Ⅰ） 10 106円 11円 22円 32円 1月につき 

排せつ支援加算（Ⅱ） 15 160円 16円 32円 48円 1月につき 

排せつ支援加算（Ⅲ） 20 213円 22円 43円 64円 1月につき 

自立支援促進加算 300 3,204円 321円 641円 962円 1月につき 

科学的介護推進体制加算

(Ⅰ) 
40 427円 43円 86円 129円 1月につき 

科学的介護推進体制加算

(Ⅱ) 
50 534円 54円 107円 161円 1月につき 

サービス提供体制強化加

算（Ⅰ） 
22 234円 24円 47円 71円 

１日につき 
サービス提供体制強化加

算（Ⅱ） 
18 192円 20円 39円 58円 

サービス提供体制強化加

算(Ⅲ) 
6 64円 7円 13円 20円 

介護職員等ベースアップ等

支援加算 

所定単位

数の 

11/1000 

左記の単位数×

地域区分 

左記の 

1 割 

左記の 

2 割 

左記の 

3 割 

基本サービス費に

各種加算・減算を

加えた総単位数

（所定単位数） 

※介護職員等特定

処遇改善加算、介

護職員処遇改善加

算を除く。 
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介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅰ） 

所 定 単

位 数 の

27/1000 
左記の単位数×

地域区分 

左記の 

1割 

左記の 

2割 

左記の 

3割 

基本サービス費

に各種加算・減

算を加えた総単

位数（所定単位

数） 

※介護職員処遇

改善加算を除く 

介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅱ） 

所 定 単

位 数 の

23/1000 

介護職員処遇改善加算

（Ⅰ） 

所 定 単

位 数 の

83/1000 

左記の単位数×

地域区分 

左記の 

1割 

左記の 

2割 

左記の 

3割 

基本サービス費

に各種加算・減

算を加えた総単

位数（所定単位

数） 

介護職員処遇改善加算

（Ⅱ） 

所定単位

数 の

60/1000 

介護職員処遇改善加算

（Ⅲ） 

所定単位

数 の

33/1000 

※ 日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、当施設への入所の必要性が高いと

認められる重度の要介護状態の者や認知症である者等を積極的に受け入れるとともに、介護

福祉士資格を持つ職員を手厚く配置し、質の高い介護福祉施設サービスを提供した場合に算

定します。 

※ 看護体制加算は、看護職員の体制について手厚い人員体制をとっている場合に算定します。 

※ 夜勤職員配置加算は、夜間及び深夜の時間帯について手厚い人員体制をとっている場合に

算定します。 

※ 生活機能向上連携加算は(Ⅰ)は、指定訪問リハビリテーション等の理学療法士等の助言に

基づき当施設の機能訓練指導員、介護職員等が共同で身体状況の評価及び個別機能訓練計画

の作成と、計画に沿った機能訓練を提供した場合に算定します。また、計画の進捗状況は３

月ごとに評価し、必要に応じて訓練の内容等を見直します。 

生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、指定訪問リハビリテーション等の理学療法士等が当施設を

訪問し、当施設の機能訓練指導員、介護職員等と共同で身体状況の評価及び個別機能訓練の

作成と、計画に沿った機能訓練を提供した場合に算定します。また、計画の進捗状況は３月

ごとに評価し、必要に応じて訓練の内容等を見直します。 

※ 個別機能訓練加算(Ⅰ)は、多職種共同にて個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練

を実施している場合に算定します。個別機能訓練計画の情報を厚生労働省に提出し、機能訓

練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算

定します。 

※ ADL等維持加算は、一定期間に、入所者の ADL(日常生活動作)の維持又は改善した度合いが

一定の水準を超えた場合に算定します。 

※ 若年性認知症入所者受入加算は、若年性認知症（40 歳から 64 歳まで）の入所者を対象に

介護福祉施設サービスを行った場合に算定します。 

※ 専従の常勤医師の配置に係る加算は、常勤の医師を 1名以上配置している場合に算定しま

す。 

※ 精神科を担当する医師に係る加算は、認知症の入所者が全入所者の３分の１以上を占め、

精神科を担当する医師により定期的な療養指導が月に２回以上行われている場合、算定しま

す。 

※ 障害者生活支援体制加算は、視覚障害者等である入所者の数が 15 以上であって、障害者

生活支援員として専従する常勤の職員を必要数配置している場合に算定します。 

※ 初期加算は、当施設に入所した日から 30日以内の期間について算定します。 
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※ 再入所時栄養連携加算は、当施設に入所していた者が退所し病院又は診療所に入院後、再

度当施設に入所する際、当初に入所していた時と再入所時で栄養管理が異なる場合に、当施

設の管理栄養士が入院先の病院等の管理栄養士と連携し、栄養ケア計画を策定した場合に算

定します。 

※ 退所前訪問相談援助加算は、入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の退所に先だっ

て、介護支援専門員、生活相談員等が、入所者が退所後生活する居宅を訪問し、入所者及び

家族に対して退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合に算定します。 

※ 退所後訪問相談援助加算は、退所後 30 日以内に入所者の居宅を訪問し、入所者及びその

家族等に対して相談援助を行った場合に算定します。 

※ 退所時相談援助加算は、入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅

サービス等を利用する場合、退所時に入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス

等について相談援助を行い、かつ、当該入所者の同意を得て、退所から２週間以内に退所後

の居住地の市町村及び老人介護支援センターに対して入所者の介護状況を示す文書を添え

て入所者に係る居宅サービス等に必要な情報を提供した場合に算定します。 

※ 退所前連携加算は、入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サー

ビス等を利用する場合に、退所に先立ち入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し

て、当該入所者の同意を得て、入所者の介護状況を示す文書を添えて入所者に係る居宅サー

ビス等に必要な情報を提供し、居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利

用に関する調整を行った場合、算定します。 

※ 栄養マネジメント強化加算は、低栄養状態又はそのおそれのある入所者に対して、他職種

共同で栄養ケア計画を作成し、これに基づく栄養管理を行うとともに、その他の入所者に対

しても食事の観察を行い、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合に、算定

します。 

※ 経口移行加算は、医師の指示に基づき他職種共同にて、現在経管による食事摂取をしてい

る入所者ごとに経口移行計画を作成し、それに基づき管理栄養士等による支援が行われた場

合、算定します。 

※ 経口維持加算は、現在食事を経口摂取しているが摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる

入所者に対し、医師又は歯科医師の指示に基づき他職種共同にて食事観察及び会議等を行い、

入所者ごとに経口維持計画を作成し、それに基づき、医師又は歯科医師の指示を受けた管理

栄養士又は栄養士が、栄養管理を行っている場合に算定します。 

※ 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士が入所者に対し、口腔衛生等の管理を月２回以上行い、

当該入所者に係る口腔衛生等の管理の具体的な技術的助言及び指導等を介護職員に行って

いる場合に、算定します。 

※ 療養食加算は、疾病治療のため医師の発行する食事箋に基づき糖尿病食、腎臓病食、肝臓

病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食を提供

した場合に算定します。 

※ 配置医師緊急時対応加算は、当施設の配置医師が求めに応じ早朝、夜間又は深夜に当施設

を訪問して入所者に対して診療を行った場合、その時間帯に応じて算定します。 

※ 看取り介護加算は、看取りに関する指針を定め、医師が一般的な医学的見地に基づき回復

の見込みがないと診断した入所者に対して、他職種共同にて介護に係る計画を作成し、入所

者又は家族の同意のもと、入所者がその人らしく生き、その人らしい最後を迎えられるよう

に支援した場合に算定します。 

※ 在宅復帰支援機能加算は、入所者の家族と連絡調整を行い、入所者が利用を希望する居宅

介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅

サービスの利用に関する調整を行っている場合に算定します。 

※ 在宅・入所相互利用加算は、可能な限り在宅生活を継続できるよう複数の者であらかじめ

在宅期間及び入所期間を定めて当施設の居室を計画的に利用する場合に、該当の入所者に対
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して算定します。 

※ 認知症専門ケア加算は、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる認

知症の入所者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合に算定します。 

※ 認知症行動・心理症状緊急対応加算は、医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、

在宅での生活が困難であり、緊急に施設サービスを利用することが適当であると判断した入

所者に対し、サービスを提供した場合に算定します。 

※ 褥瘡マネジメント加算は、入所者ごとに褥瘡の発生とリスクを評価し、多職種共同にて褥

瘡ケア計画を作成し、計画に基づく褥瘡管理を行うとともに、そのケアの内容や状態を記録

している場合に算定します。 

※ 排せつ支援加算は、排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことで要介

護状態の軽減が見込まれる者について、多職種共同にて、当該入所者が排せつに介護を要す

る原因を分析し、それに基づく支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実

施した場合に算定します。 

※ 自立支援促進加算は、医師が入所者ごとに自立支援に係る医学的評価を行い、自立支援の

促進が必要であると判断された入所者ごとに多職種共同で支援計画を作成し、これに基づく

ケアを実施した場合に算定します。 

※ 科学的介護推進体制加算は、入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況

等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、その情報を施設サービスの適切かつ有効な提供に

活用している場合に、算定します。 

※ 安全対策体制加算は、事故発生又はその再発防止のために必要な措置を講じるとともに、

安全対策の担当者が必要な外部研修を受講し、施設内に安全管理部門を設置するなど組織的

な安全対策体制が整備されている場合に、算定します。 

※ サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け

出た施設が、入所者に対して施設サービスを行った場合に算定します。 

※ 介護職員等ベースアップ等支援加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員処遇改善

加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所

に認められる加算です。介護職員等ベースアップ等支援加算、介護職員等特定処遇改善加算

及び介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の対象外となります。 

※ 地域区分別の単価(3級地 10.68円)を含んでいます。  

※ (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は、全額を

いったんお支払いいただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、｢領

収書｣を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費等の支給（入所者負担額を除く）申請

を行ってください。 

③ その他の料金 

 項目 内容 利用料金 

１ 教養娯楽費 
レクリエーション、クラブ活動参加費として

の材料費等 
実費相当額 

２ 理美容代 理容・美容サービス料 実費相当額 

３ 日常生活管理費 保険証等の貴重品の保管に対する手数料 ５００円／月 

４ 
支払い代行管理

費 

日常生活品や嗜好品等の買い物や付随する

支払い代行等に係る手数料 
５００円／月 

５ 家電使用料 テレビ類等の使用に伴う使用料 １，０００円／月 

６ 

契約書第７条に

定める所定の料

金  

契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本

来の契約終了日から現実に居室が明け渡され

た日までの期間に係る料金 

１０割負担 

７ コピー代  契約者等がサービス提供についての複写物等 １枚１０円 
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を必要する場合の実費相当額 

８ その他 

指定介護福祉施設サービスにおいて提供され

る便宜のうち、日常生活においても通常必要と

なるものに係る費用であって、入所者に負担さ

せることが適当と認められるもの 

実費相当額 

※ 日常生活管理費及び支払い代行管理費について 

入所者の希望により、保険証等の保管及び日常生活品や嗜好品等の買い物や付随する支払

い代行等を行います。 

管理者：生活相談員 

※ 経済情勢の著しい変動、その他やむを得ない事由が生じた場合、相当な額に変更すること

があります。但し、その場合は、事前にその内容と変更する事由等について予め(概ね 1

か月前)説明のうえとします。 

※ 上記金額については、別途消費税を徴収します。 


